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税についての相談
　 川崎市では、 市内に在住・ 在勤・ 在学の方を 対象に、 皆様の相談内容に応じ 、 各種税金に関する 相談

窓口を設けていま す。

　 相談内容については秘密を守り 、 公表等はいたし
ま せんので、 安心し てご相談く ださ い。

■税理士税務相談

１ ． 相談員について

　 　 東京地方税理士会川崎各支部に登録さ れている 税理士が、 ご相談を伺いま す。

２ ． 相談内容について

　 各種税金に関する 制度・ 知識や計算方法、 申告内容や申告の手続等についてのご相談を伺いま す。

　 ・ 申告書（ 確定申告書も 含みま す。）の作成、 審査は行っており ま せん。

　 ・ 相談さ れる 方の課税状況についてのお問合せにはお答えでき ま せん。

　 ・ 法人等によ る 相談の場合はご利用いただけま せん。

３ ． 予約方法について（ 事前予約制）

　 相談を 希望さ れる 方は、 相談日の２ か月前の

月の初日から サン キュ ーコ ールかわさ き にて 予

約を 承っ ており ま すので、 お問い合わせく ださ

い。 ご予約の際に、 ご希望さ れる 「 相談方法（ 対

面相談又は電話相談） 」 及びご相談さ れる 「 税目

（ 所得税、 相続税、 贈与税、 市・ 県民税等） 」 を

お伝えく ださ い。

　 お問い合わせの際は、 メ モのご用意をお願いし ま す。

　 ま た、 電話相談を希望さ れる 方については、 サンキュ ーコ ールかわさ き から 、 当日おかけいただく 番

号をご案内し ま す。

　 なお、 予約後に都合が悪く なった場合や、 相談する 必要がなく なった場合は、 必ずキャ ンセルの電話

をサンキュ ーコ ールかわさ き ま でお願いし ま す。

４ ． 相談方法について

　 書類等はお預かり でき ま せん。 ま た、 相談時間は25分と なり ま す。 事前に相談し たい内容をま と めて

おかれる と 、 相談がス ムーズに進みま す。

⑴　 対面相談の場合

　 待合ス ペース が限ら れており 、 混雑を避ける ため、 相談開始の５ 分前を目安にお越し く ださ い。

　 ・ 相談は最大２ 名（ 相談者１ 名、 付添い１ 名） ま ででお願いし ま す。

　 ・ ご本人又は同居のご家族に体調不良の方がいる 場合、 対面相談をお控えく ださ い。

　

・  税理士税務相談

・  市税事務所窓口等での市税に関する相談
※最新の 情報は、川崎市ホ ームページ「 税についての相

談」 にてご案内し ていま す。

（ https://w w w .city.kaw asaki.jp/230/page/0000055162.htm l）

https://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000055162.html
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５ ． 相談日時について 市外局番は全て044です。

場所

（ 各区役所地域振興課

相談情報担当）

相談日＊1 時　 間
電　 話＊3

（ 地域振興課）

川崎区役所（ 12階）
第２ 木曜日

３ 月は第４ 木曜日＊2

次の６ 枠のう ち、 ご 希望の１ 枠

（ 先約順）

午後１ 時00分～午後１ 時25分

午後１ 時30分～午後１ 時55分

午後２ 時00分～午後２ 時25分

午後２ 時30分～午後２ 時55分

午後３ 時30分～午後３ 時55分

午後３ 時00分～午後３ 時25分

201-3135

幸 区 役 所（ ４ 階） 第３ 木曜日 556-6608

中原区役所（ ４ 階） 第４ 木曜日 744-3153

高津区役所（ ２ 階）
第２ 木曜日

３ 月は第４ 火曜日＊2 861-3141

宮前区役所（ １ 階） 第３ 木曜日 856-3132

多摩区役所（ 10階） 第４ 木曜日 935-3143

麻生区役所（ ３ 階）
第２ 木曜日

３ 月は第４ 水曜日＊2 965-5119

　 ＊1　 相談日が祝休日、 12月29日～１ 月３ 日にあたる 場合は行いま せん。

　 ＊2　 川崎、 高津、 麻生区役所につき ま し ては、 ３ 月に限り 相談日が異なり ま すのでご注意く ださ い。

　 ＊3　 こ の電話番号は、 相談の際にかけていただく 電話番号と は異なる こ と があり ま す。

　 ⑵　 電話相談の場合

　 　 相談日当日、 時間になり ま し たら 、 予約時にサンキュ ーコ ールかわさ き から お伝えし た電話番号に電

　 話をおかけく ださ い。 担当区役所の職員が担当の税理士にお取り 次ぎし ま す。

　 　 ・ 通話料金については、 相談さ れる 方のご負担と なり ま すので、 あら かじ めご了承く ださ いま すよ う

　 　 　 お願いいたし ま す。

■市税事務所窓口等での市税に関する相談

１ ． 市税事務所・ 市税分室窓口での相談

ア． 相談員について

　 　 市役所の税務職員がご相談を伺いま す。

イ ． 相談内容について

　 　 市税の申告書の受付や、 課税内容の確認を行いま す。

●市民税・ 県民税・ 森林環境税　 　 ●固定資産税　 　 　 ●都市計画税　 　 ●軽自動車税

●法人市民税※　 　 ●市たばこ 税※　 　 ●入湯税※　 　 　 ●事業所税※

※印の税目は、 かわさ き 市税事務所法人課税課のみと なり ます。
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市外局番は全て044です。

場所

（ 各区役所証明発行コ ーナー）
相談日＊ 時　 間

問合せ先

（ 市税事務所・ 分室）

川崎区役所３ 階 毎週　 月～金曜日

午前10時～正午

午後１ 時～午後４ 時

幸 区 役 所１ 階 毎週　 月～金曜日 200-3962

中原区役所３ 階 毎週　 月･水･金曜日
744-3222

高津区役所１ 階 毎週　 月～金曜日

宮前区役所１ 階 毎週　 月～金曜日 820-6559

多摩区役所８ 階 毎週　 月～金曜日

麻生区役所３ 階 毎週　 月～金曜日 543-8957

　 ＊　 相談日が祝休日、 12月29日～１ 月３ 日にあたる 場合は行いま せん。

●所得税（ 確定申告書の作成を含みます。）　 ●相続税　 　 ●贈与税　 　 ●法人税

●消費税　 など国の税金

）照参をジーペ37は先せ合問お（。いさだくせわ合い問おへ署務税は目税の次

●事業税　 　 ●不動産取得税　 　 ●自動車税　 　 など県の税金

）照参をジーペ57は先せ合問お（。いさだくせわ合い問おへ所務事税県は目税の次

ウ． 相談方法について

　 予約は不要です。 市税事務所・ 市税分室の窓口へ直接お越し く ださ い。

　 ・  ご相談や申告の内容によ っ ては、 本人確認書類や提出書類が必要と なる 場合があり ま すので、

事前にお問い合わせいただく と 相談がス ムーズに進みま す。

 
エ． 相談日時・ 場所について

　 開庁時間内にご相談を伺いま す。

　 市税事務所・ 市税分室の詳細は、 67ページをご参照く ださ い。

２ ． 各区役所市税証明発行コ ーナーでの一般的な相談

　 ア． 相談員について

　 　 　 主に、 市税に関する 部署に携わった経験のある 市職員がご相談を伺いま す。

　 イ ． 相談内容について

　 　 　 市税の種類や課税の基本的な仕組み、 問合せ先の窓口などのご相談を伺いま す。

　 　 　 ・ 申告書（ 確定申告書も 含みま す。 ） の作成、 審査は行っており ま せん。

　 　 　 ・ 相談さ れる 方の課税状況についてのお問合せにはお答えでき ま せん。

　 　 　 ・ 法人等によ る 相談の場合はご利用いただけま せん。

　 ウ． 相談方法について

　 　 　 直接相談窓口にお越し く ださ い。 電話によ る 相談は行っており ま せん。 　 　

　 エ． 相談日時・ 場所について

かわさ き 市税事務所
市民税課管理係

こ すぎ市税分室管理担当

みぞのく ち市税事務所
市民税課管理係

し んゆり 市税事務所
市民税課管理係

＊　 川崎区役所市税証明発行コ ーナーは令和６ 年７ 月22日に移転を予定し ていま す。


